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■ 大田区保育園・学童保育保育料改定の考え方 

１ 改定の背景 

現在大田区では、待機児童解消に向けた「保育の質」を確保した保育サービ

ス基盤の拡充や、就学後の放課後児童の安全・安心な居場所づくりとして、区

立小学校施設を活用した新たな学童保育事業の整備を進めています。 

こうした取組みに伴い、区が担う認可保育所などの運営経費は今後も増加す

ることが見込まれます。一方で、保育園・学童保育保育料は、平成 18 年に改定

以降見直しが行われていません。 

こうした背景のもと、保育サービス利用者間や保育サービスを利用していな

い家庭との間における公平性や受益と負担の関係性などの視点から、認可保育

所及び学童保育の保護者負担のあり方についての見直しが必要となっています。 

 

２ 「大田区保育園・学童保育保育料検討委員会」における検討結果 

区では、平成 27 年 10 月に学識経験者、区議会議員、保育サービス事業関

係者、区民で構成する大田区保育園・学童保育保育料検討委員会を設置し、「公

平性の視点」「受益と負担の関係性の視点」「少子化対策の視点」「子どもの貧

困対策の視点」「保育の質の確保の視点」の 5 つの視点から保育料のあり方に

ついて検討しました。 

この結果、負担能力に応じた階層設定、階層間の税額幅の均等化、また、０

歳児保育料のあり方、応益負担としての学童保育料のあり方、２人目の児童に

対する保育料の負担の軽減、低取得者世帯の負担の低減、非婚ひとり親に対す

る負担軽減、保育士の人材育成などの保育の質を確保する必要性等についての

提言がありました。 

 

  



2 

 

■ 主な見直し内容 

１ 認可保育所保育料 

（１）負担能力に応じた階層の見直し 

現行保育料において、区市町村民税 513,200 円以上(上限なし)となって

いる最高保育料のＣ24 階層の上にさらに階層を追加し、より負担能力に

応じた細やかな保育料体系とします。 

（２）保育料の階層区分における税額幅の見直し 

国基準保育料の階層に対応した、各階層の税額幅をできる限り均等にし

ます。 

（３）0 歳児保育料の単独設定 

現行保育料では 0～2 歳児は同じ保育料体系となっていますが、園児 1 人

あたりの保育に係る月額経費は、0 歳児では 1・2 歳児と比べて高額とな

っています。受益と負担の関係性から、0 歳児の保育料を 1・2 歳児保育

料と区分し、新たに設定します。 

（４）2 人目の児童に対する保育料減額幅の拡充 

多子世帯に対する保育料負担軽減措置として、現行では同一世帯で認可

保育所・小規模保育所に複数の児童が在籍している場合、２人目の児童

の保育料は半額、３人目以降は無料としています。少子化対策の視点か

ら、2 人目の児童の保育料を 6 割減額とします。 

（５）区市町村民税均等割世帯の保育料の低減 

大田区の保育料は他の自治体と比較し概ね低い金額設定となっています

が、区市町村民税均等割世帯のＣ1 階層の保育料については、特別区の平

均を上回っています。このため、低所得者に対する一層の配慮としてこ

の階層の保育料を低減します。  



単位（円）

現行 改定額 差額 現行 改定額 差額 現行 改定額 差額 現行 改定額 差額

Ａ 生活保護受給世帯 ― Ａ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｂ１ 現年度住民税が非課税のひとり親世帯 ― Ｂ１ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｂ２ 現年度住民税が非課税の上記以外の世帯 ― Ｂ２ 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0

Ｃ１ 現年度住民税が均等割課税のみの世帯 ― Ｃ１ 3,900 2,000 ▲ 1,900 3,900 2,000 ▲ 1,900 3,300 2,000 ▲ 1,300 3,300 2,000 ▲ 1,300

Ｃ２ 現年度住民税所得割額が30,000円未満の世帯 30,000 Ｃ２ 4,400 3,000 ▲ 1,400 4,400 3,000 ▲ 1,400 4,000 3,000 ▲ 1,000 4,000 3,000 ▲ 1,000

Ｃ３ 〃　 30,000円以上 50,000円未満の世帯 20,000 Ｃ２ 4,400 4,000 ▲ 400 4,400 4,000 ▲ 400 4,000 4,000 0 4,000 4,000 0

Ｃ４ 〃 　50,000円以上 60,000円未満の世帯 10,000 Ｃ３ 5,100 5,700 600 5,100 5,400 300 4,700 5,100 400 4,600 4,800 200

Ｃ３ 5,100 3,600 5,100 3,200 4,700 2,600 4,600 2,100

Ｃ４ 9,700 ▲ 1,000 9,700 ▲ 1,400 8,600 ▲ 1,300 8,600 ▲ 1,900

Ｃ４ 9,700 2,100 9,700 1,600 8,600 1,000 8,600 400

Ｃ５ 11,300 500 11,300 0 10,300 ▲ 700 10,200 ▲ 1,200

Ｃ６ 12,400 ▲ 600 12,400 ▲ 1,100 12,300 ▲ 2,700 12,200 ▲ 3,200

Ｃ６ 12,400 2,700 12,400 2,000 12,300 0 12,200 ▲ 500

Ｃ７ 18,400 ▲ 3,300 18,400 ▲ 4,000 13,900 ▲ 1,600 13,800 ▲ 2,100

Ｃ８ 〃 　90,000円以上100,000円未満の世帯 10,000 Ｃ７ 18,400 18,400 0 18,400 17,600 ▲ 800 13,900 14,100 200 13,800 13,500 ▲ 300

Ｃ９ 〃　100,000円以上114,000円未満の世帯 14,000 Ｃ７ 18,400 20,600 2,200 18,400 19,700 1,300 13,900 15,200 1,300 13,800 14,600 800

Ｃ７ 18,400 4,500 18,400 3,500 13,900 2,400 13,800 1,700

Ｃ８ 23,100 ▲ 200 23,100 ▲ 1,200 16,700 ▲ 400 16,600 ▲ 1,100

Ｃ１１ 〃　128,000円以上142,000円未満の世帯 14,000 Ｃ８ 23,100 25,400 2,300 23,100 24,300 1,200 16,700 17,400 700 16,600 16,600 0

Ｃ８ 23,100 4,900 23,100 3,700 16,700 1,800 16,600 1,000

Ｃ９ 25,500 2,500 25,500 1,300 18,300 200 18,200 ▲ 600

Ｃ１３ 〃　156,000円以上170,000円未満の世帯 14,000 Ｃ９ 25,500 30,100 4,600 25,500 28,800 3,300 18,300 19,700 1,400 18,200 18,900 700

Ｃ９ 25,500 6,300 25,500 5,000 18,300 2,800 18,200 2,000

Ｃ１０ 27,600 4,200 27,600 2,900 19,800 1,300 19,700 500

Ｃ１０ 27,600 6,800 27,600 5,400 19,800 2,800 19,700 1,800

Ｃ１１ 30,500 3,900 30,500 2,500 22,000 600 21,900 ▲ 400

Ｃ１１ 30,500 7,600 30,500 6,000 22,000 2,800 21,900 900

Ｃ１２ 32,500 5,600 32,500 4,000 23,200 1,600 23,000 ▲ 200

Ｃ１２ 32,500 8,100 32,500 6,300 23,200 2,800 23,000 900

Ｃ１３ 34,200 6,400 34,200 4,600 24,500 1,500 23,000 900

Ｃ１３ 34,200 8,300 34,200 6,300 24,500 2,800 23,000 2,100

23,300 Ｃ１４ 36,000 6,500 36,000 4,500 25,700 1,600 23,000 2,100

Ｃ１５ 37,500 5,000 37,500 3,000 26,600 700 23,000 2,100

Ｃ１９ 〃　286,500円以上310,000円未満の世帯 23,500 Ｃ１５ 37,500 44,600 7,100 37,500 42,800 5,300 26,600 29,400 2,800 23,000 25,100 2,100

Ｃ１５ 37,500 8,300 37,500 6,300 26,600 2,800 23,000 2,100

Ｃ１６ 39,200 6,600 39,200 4,600 27,600 1,800 23,000 2,100

Ｃ１６ 39,200 8,300 39,200 6,300 27,600 2,700 23,000 2,100

Ｃ１７ 40,700 6,800 40,700 4,800 27,600 2,700 23,000 2,100

Ｃ１８ 42,200 5,300 42,200 3,300 27,600 2,700 23,000 2,100

Ｃ１９ 43,500 4,000 43,500 2,000 27,600 2,700 23,000 2,100

Ｃ１９ 43,500 8,300 43,500 6,200 27,600 2,700 23,000 2,100

30,000 Ｃ２０ 46,000 5,800 46,000 3,700 28,600 1,700 24,000 1,100

Ｃ２１ 49,400 2,400 49,400 300 28,600 1,700 24,000 1,100

Ｃ２１ 49,400 8,300 49,400 6,300 28,600 2,800 24,000 2,100

Ｃ２２ 54,900 2,800 54,900 800 28,600 2,800 24,000 2,100

Ｃ２２ 54,900 8,300 54,900 6,300 28,600 2,800 24,000 2,100

Ｃ２３ 59,700 3,500 59,700 1,500 28,600 2,800 24,000 2,100

Ｃ２３ 59,700 8,300 59,700 6,300 28,600 2,800 24,000 2,100

Ｃ２４ 63,500 4,500 63,500 2,500 28,600 2,800 24,000 2,100

Ｃ２６ 〃　550,000円以上600,000円未満の世帯 50,000 Ｃ２４ 63,500 71,300 7,800 63,500 69,300 5,800 28,600 31,400 2,800 24,000 26,100 2,100

Ｃ２７ 〃　600,000円以上の世帯 ― Ｃ２４ 63,500 71,800 8,300 63,500 69,800 6,300 28,600 31,400 2,800 24,000 26,100 2,100

Ｃ７ 〃 　80,000円以上 90,000円未満の世帯

Ｃ１０ 〃　114,000円以上128,000円未満の世帯

Ｃ１２ 〃　142,000円以上156,000円未満の世帯

階層区分（改定後）
階層区分
（現行）

Ｃ５ 〃 　60,000円以上 70,000円未満の世帯

Ｃ６ 〃　 70,000円以上 80,000円未満の世帯

24,800

26,000

27,300

29,400

30,000

Ｃ２５ 〃　500,000円以上550,000円未満の世帯

8,700

11,800

15,100

22,900

28,000

31,800

Ｃ２１ 〃　340,000円以上370,000円未満の世帯

Ｃ２２ 〃　370,000円以上400,000円未満の世帯

Ｃ２３ 〃　400,000円以上450,000円未満の世帯

Ｃ１７ 〃　239,900円以上263,200円未満の世帯

Ｃ１８ 〃　263,200円以上286,500円未満の世帯

Ｃ２０

Ｃ２４ 〃　450,000円以上500,000円未満の世帯

Ｃ１６ 〃　216,600円以上239,900円未満の世帯

Ｃ１４ 〃　170,000円以上193,300円未満の世帯

Ｃ１５

23,300

30,000〃　310,000円以上340,000円未満の世帯

〃　193,300円以上216,600円未満の世帯

45,800

30,500

33,000

36,500

38,800

40,500

43,800

6,700

9,000

11,700

15,500

7,300

9,600

12,300

16,300

21,100

17,600

20,200

21,500

22,800

23,900

25,100

18,500

22,600

平成29年度　大田区保育園保育料（改定案）

０歳児クラス １、２歳児クラス ３歳児クラス ４、５歳児クラス

8,300

11,300

14,400

25,100

階層間
税額差額

10,000

10,000

10,000

14,000

14,000

23,300

23,300

23,300

21,900

26,800

34,400

38,100

40,600

42,500

50,000

50,000

50,000

25,100

25,100

26,100

45,500

49,700

55,700 31,400

31,400

31,40066,000

26,10063,200

68,000

61,200

47,500

51,800

57,700

26,100

30,300

30,300
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現行 改定額 差額 現行 改定額 差額

A 生活保護を受けている 0 0 0 0 0 0

B1 現年度住民税が非課税のひとり親世帯 0 0 0 0 0 0

B2 現年度住民税が非課税の上記以外の世帯 1,000 1,000 0 500 400 ▲ 100

C1 現年度住民税が均等割課税のみの世帯 3,900 2,000 ▲ 1,900 1,950 800 ▲ 1,150

C2 現年度住民税所得割額が30,000円未満の世帯 4,400 3,000 ▲ 1,400 2,200 1,200 ▲ 1,000

C3 〃　30,000円以上　50,000円未満の世帯 4,400 4,000 ▲ 400 2,200 1,600 ▲ 600

C4 〃　50,000円以上　60,000円未満の世帯 5,100 5,700 ▲ 600 2,550 2,280 ▲ 270

C5 〃　60,000円以上　70,000円未満の世帯 5,100～9,700 8,700 ▲ 1,000 2,550～4,850 3,480 ▲ 1,370

C6 〃　70,000円以上　80,000円未満の世帯 9,700～12,400 11,800 ▲ 600 4,850～6,200 4,720 ▲ 1,480

C7 〃　80,000円以上　90,000円未満の世帯 12,400～18,400 15,100 ▲ 3,300 6,200～9,200 6,040 ▲ 3,160

C8 〃　90,000円以上　100,000円未満の世帯 18,400 18,400 0 9,200 7,360 ▲ 1,840

C9 〃　100,000円以上　114,000円未満の世帯 18,400 20,600 2,200 9,200 8,240 ▲ 960

C10 〃　114,000円以上　128,000円未満の世帯 18,400～23,100 22,900 ▲ 200 9,200～11,550 9,160 ▲ 2,390

C11 〃　128,000円以上　142,000円未満の世帯 23,100 25,400 2,300 11,550 10,160 ▲ 1,390

C12 〃　142,000円以上　156,000円未満の世帯 23,100～25,500 28,000 2,500 11,550～12,750 11,200 ▲ 1,550

C13 〃　156,000円以上　170,000円未満の世帯 25,500 30,100 4,600 12,750 12,040 ▲ 710

C14 〃　170,000円以上　193,300円未満の世帯 25,500～27,600 31,800 4,000 12,750～13,800 12,720 ▲ 1,080

C15 〃　193,300円以上　216,600円未満の世帯 27,600～30,500 34,400 3,900 13,800～15,250 13,760 ▲ 1,490

C16 〃　216,600円以上　239,900円未満の世帯 30,500～32,500 38,100 5,600 15,250～16,250 15,240 ▲ 1,010

C17 〃　239,900円以上　263,200円未満の世帯 32,500～34,200 40,600 6,400 16,250～17,100 16,240 ▲ 860

C18 〃　263,200円以上　286,500円未満の世帯 34,200～37,500 42,500 5,000 17,100～18,750 17,000 ▲ 1,750

C19 〃　286,500円以上　310,000円未満の世帯 37,500 44,600 7,100 18,750 17,840 ▲ 910

C20 〃　310,000円以上　340,000円未満の世帯 37,500～39,200 45,800 6,600 18,750～19,600 18,320 ▲ 1,280

C21 〃　340,000円以上　370,000円未満の世帯 39,200～43,500 47,500 4,000 19，600～21,750 19,000 ▲ 2,750

C22 〃　370,000円以上　400,000円未満の世帯 43,500～49,400 51,800 2,400 21,750～24,700 20,720 ▲ 3,980

C23 〃　400,000円以上　450,000円未満の世帯 49,400～54,900 57,700 2,800 24,700～27,450 23,080 ▲ 4,370

C24 〃　450,000円以上　500,000円未満の世帯 54,900～59,700 63,200 3,500 27,450～29,850 25,280 ▲ 4,570

C25 〃　500,000円以上　550,000円未満の世帯 59,700～63,500 68,000 4,500 29,850～31,750 27,200 ▲ 4,550

C26 〃　550,000円以上　600,000円未満の世帯 63,500 71,300 7,800 31,750 28,520 ▲ 3,230

C27 〃　600,000円以上の世帯 63,500 71,800 8,300 31,750 28,720 ▲ 3,030

※第３子以降の保育料は現行無料になっているため、変更はありません。

階層区分

第１子 第２子

【認可保育園等に２人以上在籍しているときの保育料（０歳児）】
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現行 改定額 差額 現行 改定額 差額

A 生活保護を受けている 0 0 0 0 0 0

B1 現年度住民税が非課税のひとり親世帯 0 0 0 0 0 0

B2 現年度住民税が非課税の上記以外の世帯 1,000 1,000 0 500 400 ▲ 100

C1 現年度住民税が均等割課税のみの世帯 3,900 2,000 ▲ 1,900 1,950 800 ▲ 1,150

C2 現年度住民税所得割額が30,000円未満の世帯 4,400 3,000 ▲ 1,400 2,200 1,200 ▲ 1,000

C3 〃　30,000円以上　50,000円未満の世帯 4,400 4,000 ▲ 400 2,200 1,600 ▲ 600

C4 〃　50,000円以上　60,000円未満の世帯 5,100 5,400 ▲ 300 2,550 2,160 ▲ 390

C5 〃　60,000円以上　70,000円未満の世帯 5,100～9,700 8,300 ▲ 1,400 2,550～4,850 3,320 ▲ 1,530

C6 〃　70,000円以上　80,000円未満の世帯 9,700～12,400 11,300 ▲ 1,100 4,850～6,200 4,520 ▲ 1,680

C7 〃　80,000円以上　90,000円未満の世帯 12,400～18,400 14,400 ▲ 4,000 6,200～9,200 5,760 ▲ 3,440

C8 〃　90,000円以上　100,000円未満の世帯 18,400 17,600 ▲ 800 9,200 7,040 ▲ 2,160

C9 〃　100,000円以上　114,000円未満の世帯 18,400 19,700 1,300 9,200 7,880 ▲ 1,320

C10 〃　114,000円以上　128,000円未満の世帯 18,400～23,100 21,900 ▲ 1,200 9,200～11,550 8,760 ▲ 2,790

C11 〃　128,000円以上　142,000円未満の世帯 23,100 24,300 1,200 11,550 9,720 ▲ 1,830

C12 〃　142,000円以上　156,000円未満の世帯 23,100～25,500 26,800 1,300 11,550～12,750 10,720 ▲ 2,030

C13 〃　156,000円以上　170,000円未満の世帯 25,500 28,800 3,300 12,750 11,520 ▲ 1,230

C14 〃　170,000円以上　193,300円未満の世帯 25,500～27,600 30,500 2,700 12,750～13,800 12,200 ▲ 1,600

C15 〃　193,300円以上　216,600円未満の世帯 27,600～30,500 33,000 2,500 13,800～15,250 13,200 ▲ 2,050

C16 〃　216,600円以上　239,900円未満の世帯 30,500～32,500 36,500 4,000 15,250～16,250 14,600 ▲ 1,650

C17 〃　239,900円以上　263,200円未満の世帯 32,500～34,200 38,800 4,600 16,250～17,100 15,520 ▲ 1,580

C18 〃　263,200円以上　286,500円未満の世帯 34,200～37,500 40,500 3,000 17,100～18,750 16,200 ▲ 2,550

C19 〃　286,500円以上　310,000円未満の世帯 37,500 42,800 5,300 18,750 17,120 ▲ 1,630

C20 〃　310,000円以上　340,000円未満の世帯 37,500～39,200 43,800 4,600 18,750～19,600 17,520 ▲ 2,080

C21 〃　340,000円以上　370,000円未満の世帯 39,200～43,500 45,500 2,000 19，600～21,750 18,200 ▲ 3,550

C22 〃　370,000円以上　400,000円未満の世帯 43,500～49,400 49,700 300 21,750～24,700 19,880 ▲ 4,820

C23 〃　400,000円以上　450,000円未満の世帯 49,400～54,900 55,700 800 24,700～27,450 22,280 ▲ 5,170

C24 〃　450,000円以上　500,000円未満の世帯 54,900～59,700 61,200 1,500 27,450～29,850 24,480 ▲ 5,370

C25 〃　500,000円以上　550,000円未満の世帯 59,700～63,500 66,000 2,500 29,850～31,750 26,400 ▲ 5,350

C26 〃　550,000円以上　600,000円未満の世帯 63,500 69,300 5,800 31,750 27,720 ▲ 4,030

C27 〃　600,000円以上の世帯 63,500 69,800 6,300 31,750 27,920 ▲ 3,830

※第３子以降の保育料は現行無料になっているため、変更はありません。

階層区分

第１子 第２子

【認可保育園等に２人以上在籍しているときの保育料（１，２歳児）】
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現行 改定額 差額 現行 改定額 差額

A 生活保護を受けている 0 0 0 0 0 0

B1 現年度住民税が非課税のひとり親世帯 0 0 0 0 0 0

B2 現年度住民税が非課税の上記以外の世帯 1,000 1,000 0 500 400 ▲ 100

C1 現年度住民税が均等割課税のみの世帯 3,300 2,000 ▲ 1,300 1,650 800 ▲ 850

C2 現年度住民税所得割額が30,000円未満の世帯 4,000 3,000 ▲ 1,000 2,000 1,200 ▲ 800

C3 〃　30,000円以上　50,000円未満の世帯 4,000 4,000 0 2,000 1,600 ▲ 400

C4 〃　50,000円以上　60,000円未満の世帯 4,700 5,100 400 2,350 2,040 ▲ 310

C5 〃　60,000円以上　70,000円未満の世帯 4,700～8,600 7,300 ▲ 1,300 2,350～4,300 2,920 ▲ 1,380

C6 〃　70,000円以上　80,000円未満の世帯 8,600～12,300 9,600 ▲ 2,700 4,300～6,150 3,840 ▲ 2,310

C7 〃　80,000円以上　90,000円未満の世帯 12,300～13,900 12,300 ▲ 1,600 6,150～6,950 4,920 ▲ 2,030

C8 〃　90,000円以上　100,000円未満の世帯 13,900 14,100 200 6,950 5,640 ▲ 1,310

C9 〃　100,000円以上　114,000円未満の世帯 13,900 15,200 1,300 6,950 6,080 ▲ 870

C10 〃　114,000円以上　128,000円未満の世帯 13,900～16,700 16,300 ▲ 400 6,950～8,350 6,520 ▲ 1,830

C11 〃　128,000円以上　142,000円未満の世帯 16,700 17,400 700 8,350 6,960 ▲ 1,390

C12 〃　142,000円以上　156,000円未満の世帯 16,700～18,300 18,500 200 8,350～9,150 7,400 ▲ 1,750

C13 〃　156,000円以上　170,000円未満の世帯 18,300 19,700 1,400 9,150 7,880 ▲ 1,270

C14 〃　170,000円以上　193,300円未満の世帯 18,300～19,800 21,100 1,300 9,150～9,900 8,440 ▲ 1,460

C15 〃　193,300円以上　216,600円未満の世帯 19,800～22,000 22,600 600 9,900～11,000 9,040 ▲ 1,960

C16 〃　216,600円以上　239,900円未満の世帯 22,000～23,200 24,800 1,600 11,000～11,600 9,920 ▲ 1,680

C17 〃　239,900円以上　263,200円未満の世帯 23,200～24,500 26,000 1,500 11,600～12,250 10,400 ▲ 1,850

C18 〃　263,200円以上　286,500円未満の世帯 24,500～26,600 27,300 700 12,250～13,300 10,920 ▲ 2,380

C19 〃　286,500円以上　310,000円未満の世帯 26,600 29,400 2,800 13,300 11,760 ▲ 1,540

C20 〃　310,000円以上　340,000円未満の世帯 26,600～27,600 29,400 1,800 133,00～13,800 11,760 ▲ 2,040

C21 〃　340,000円以上　370,000円未満の世帯 27,600 30,300 2,700 13,800 12,120 ▲ 1,680

C22 〃　370,000円以上　400,000円未満の世帯 27,600～28,600 30,300 1,700 13,800～14,300 12,120 ▲ 2,180

C23 〃　400,000円以上　450,000円未満の世帯

C24 〃　450,000円以上　500,000円未満の世帯

C25 〃　500,000円以上　550,000円未満の世帯

C26 〃　550,000円以上　600,000円未満の世帯

C27 〃　600,000円以上の世帯

※第３子以降の保育料は現行無料になっているため、変更はありません。

【認可保育園等に２人以上在籍しているときの保育料（３歳児）】

階層区分

第１子 第２子

28,600 31,400 2,800 14,300 12,560 ▲ 1,740
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現行 改定額 差額 現行 改定額 差額

A 生活保護を受けている 0 0 0 0 0 0

B1 現年度住民税が非課税のひとり親世帯 0 0 0 0 0 0

B2 現年度住民税が非課税の上記以外の世帯 1,000 1,000 0 500 400 ▲ 100

C1 現年度住民税が均等割課税のみの世帯 3,300 2,000 ▲ 1,300 1,650 800 ▲ 850

C2 現年度住民税所得割額が30,000円未満の世帯 4,000 3,000 ▲ 1,000 2,000 1,200 ▲ 800

C3 〃　30,000円以上　50,000円未満の世帯 4,000 4,000 0 2,000 1,600 ▲ 400

C4 〃　50,000円以上　60,000円未満の世帯 4,600 4,800 200 2,300 1,920 ▲ 380

C5 〃　60,000円以上　70,000円未満の世帯 4,600～8,600 6,700 ▲ 1,900 2,300～4,300 2,680 ▲ 1,620

C6 〃　70,000円以上　80,000円未満の世帯 8,600～12,200 9,000 ▲ 3,200 4,300～6,100 3,600 ▲ 2,500

C7 〃　80,000円以上　90,000円未満の世帯 12,200～13,800 11,700 ▲ 2,100 6,100～6,900 4,680 ▲ 2,220

C8 〃　90,000円以上　100,000円未満の世帯 13,800 13,500 ▲ 300 6,900 5,400 ▲ 1,500

C9 〃　100,000円以上　114,000円未満の世帯 13,800 14,600 800 6,900 5,840 ▲ 1,060

C10 〃　114,000円以上　128,000円未満の世帯 13,800～16,600 15,500 ▲ 1,100 6,900～8,300 6,200 ▲ 2,100

C11 〃　128,000円以上　142,000円未満の世帯 16,600 16,600 0 8,300 6,640 ▲ 1,660

C12 〃　142,000円以上　156,000円未満の世帯 16,600～18,200 17,600 ▲ 600 8,300～9,100 7,040 ▲ 2,060

C13 〃　156,000円以上　170,000円未満の世帯 18,200 18,900 700 9,100 7,560 ▲ 1,540

C14 〃　170,000円以上　193,300円未満の世帯 18,200～19,700 20,200 500 9,100～9,850 8,080 ▲ 1,770

C15 〃　193,300円以上　216,600円未満の世帯 19,700～21,900 21,500 ▲ 400 9,850～10,950 8,600 ▲ 2,350

C16 〃　216,600円以上　239,900円未満の世帯 21,900～23,000 22,800 ▲ 200 10,950～11,500 9,120 ▲ 2,480

C17 〃　239,900円以上　263,200円未満の世帯 23,900 900 9,560 ▲ 1,940

C18 〃　263,200円以上　286,500円未満の世帯

C19 〃　286,500円以上　310,000円未満の世帯

C20 〃　310,000円以上　340,000円未満の世帯

C21 〃　340,000円以上　370,000円未満の世帯

C22 〃　370,000円以上　400,000円未満の世帯 23,000～24,000 1,100 11,500～12,000 ▲ 1,960

C23 〃　400,000円以上　450,000円未満の世帯

C24 〃　450,000円以上　500,000円未満の世帯

C25 〃　500,000円以上　550,000円未満の世帯

C26 〃　550,000円以上　600,000円未満の世帯

C27 〃　600,000円以上の世帯

※第３子以降の保育料は現行無料になっているため、変更はありません。

【認可保育園等に２人以上在籍しているときの保育料（４，５歳児）】

第１子 第２子

階層区分

24,000 26,100 2,100 12,000 10,440 ▲ 1,560

23,000

25,100
2,100

11,500

10,040
▲ 1,460
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２ 学童保育保育料 

（１）通常利用保育料の見直し 

現行の学童保育料は、17 時までの通常利用では月額 4,000 円の定額制と

なっています。大田区と同様の内容で実施している 13 区の平均保育料は

5,472 円であり、区の現行保育料は 13 区の平均より 1,000 円以上安い

状況となっています。今回、受益と負担の関係性から保育料金を見直し

ます。 

（２）夏休み利用保育料の見直し 

   通常利用の月額学童保育料の改定に伴い、月額より長期間の利用となる

夏休み利用について、通常利用の月額保育料改定と同様に見直します。 

（３）2 人目以降の児童に対する見直し 

多子世帯に対する負担軽減措置として、現行では同一世帯で 2 人以上の

児童が学童保育を利用している場合、2 人目以降についての通常保育料は

4,000 円から 1,000 円を減額しています。少子化対策の視点から現行の

減額幅を見直し、5 割の減額とします。 

（４）低所得世帯への負担の軽減 

減額の対象に小学校の就学援助世帯を加え、負担軽減を図ります。 
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平成 29 年度 大田区学童保育保育料（改定案） 

 

【学童保育料】 

項 目 現 行 改定額 差 額 

通常利用保育料 (月額) 4,000 円 5,000 円 1,000 円 

延長利用保育料 (月額) 1,000 円 1,200 円 200 円 

夏休み利用  5,000 円 6,000 円 1,000 円 

夏休み延長保育料 1,200 円 1,500 円 300 円 

 一時利用 (１回) 500 円 600 円 100 円 

【減額・免除制度】 

 番  
号 

項 目 内 容 現 行 改定額 

通 

 

常 

 

利 

 

用 

① 保護者が生活保護受給者であるとき。 

通常利用 免除 免除 

延長利用 免除 免除 

② 

保護者の属する世帯（そ
の世帯の生計を主に維持
している者の世帯を含
む。）が前年度住民税非
課税であり、かつ、現年
度においても同じ状況が
見込まれるとき。 

ひとり親 
世帯 

通常利用 免除 免除 

延長利用 免除 免除 

上記以外児童
１人につき 

通常利用 3,000 円減額 8 割減額 

③ 

生計を一にする世帯にお
いて、２人以上の児童が
学童保育を利用している
とき。 

２人目から
の児童１人
につき 

通常利用 1,000 円減額 5 割減額 

④ 就学援助受給世帯（新規） 
児童１人 
につき 

通常利用  
5 割減額 
2,500 円 

延長利用  
5 割減額 
600 円 

⑤ 
区長が保育料の納付が特
に困難と認めるとき。 

ひとり親世帯 

通常利用 免除 免除 

延長利用 免除 免除 

上記以外児童
１人につき 

通常利用 3,000 円減額 8 割減額 
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 番  
号 

項 目 内 容 現 行 改定額 

夏  
 
休 
 
み 
 
利 
 
用 

① 保護者が生活保護受給者であるとき。 

夏休み利用 免除 免除 

延長利用 免除 免除 

② 

保護者の属する世帯（その
世帯の生計を主に維持し
ている者の世帯を含む。）
が前年度住民税非課税で
あり、かつ、現年度におい
ても同じ状況が見込まれ
るとき。 

ひとり親 
世帯 

夏休み利用 
免除 免除 

延長利用 
免除 免除 

上記以外児童 
１人につき 

夏休み利用 3,500 円減額 7 割 5 分減額 

③ 就学援助受給世帯（新規） 
児童 1 人 
につき 

夏休み利用  
5 割減額 
3,000 円 

延長利用  
5 割減額 
750 円 

④ 
区長が保育料の納付が特
に困難と認めるとき。 

ひとり親  
世帯 

夏休み利用 免除 免除 

延長利用 免除 免除 

上記以外児童 
１人につき 

夏休み利用 3,500 円減額 7 割 5 分減額 

その他区長が特に認めるとき 
一時利用に係る 
保育料を免除 

免除 免除 


	名称未設定

